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１ 公益法人制度改革の概要 
    
 

○ 公益法人制度改革関係三法が平成 18 年６月２日公布、平成 20 年 12 月１日施行 

 

・  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 
     → 法人の設立、組織、運営及び管理の規定 
・  公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律 
     → 公益認定の基準及び認定の手続き 
・  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 

法人に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律  
  → 既存の公益法人の新制度移行の手続き 
 
 

○ 制度の改正のポイント 
 
・ 主務官庁による設立許可主義を廃止、法人の設立と公益性の判断を分離、 

従来の公益法人を登記のみで設立可能な一般社団（財団）法人と公益 
認定委員会で公益性が認定された公益社団（財団）法人の二つに区分 
 

・ これまで公益法人の設立や運営については、平成８年の「公益法人の 
設立許可及び指導監督基準」に基づき行われてきたものを法律上明確化、 
法人の設立の手続き及び理事会、総会等の最低限必要な機関の設置や 
ガバナンスに関する事項等を法律に規定 
 
 

○ 現行の公益法人の新法による法人への移行手続き 
 
    公益法人改革関係三法の施行の日である平成２０年１２月１日から 

５年以内に、内閣総理大臣叉は都道府県知事あてに公益社団（財団） 
法人、叉は一般社団（財団）法人へ移行の申請が必要  

→ 平成２５年１１月３０日まで 
 
 

○ 新法におけるガバナンスの強化 
 
・ 代表理事及び業務執行理事の選任、両者には毎事業年度２回以上自己 

の職務の執行状況を理事会に報告 
・ これまで公益法人の代表権は各理事が等しく負うこととなっていたが、 

新法では代表理事以外の理事には代表権がない 
・ 理事及び監事はその任務を怠ったときは、これによって生じた損害を 

賠償する責任を負う 
・ 理事会においては、代理人並びに書面による議決権の行使は認められない 

 



２ 公益社団法人と一般社団法人の基本的な違い及び公益認定の基準 
 

○  公益社団法人のメリットは一言でいうと、公益性が認められた団体としての

いわゆるブランド性を有していることである。一方、一般社団法人は基本的に

行政庁による監督がなく自主的な運営が可能であることがメリットである。 
なお、税制の面では実質的にはあまり変わらないと思われるが、寄附につい

ては公益社団法人に優遇措置がある。 
公益社団法人と一般社団法人の基本的な違いは次表のとおり。 

事項 公益社団法人 一般社団法人

法人の基本的な
性格

会員や業界だけでなく、不特定多数の人た
ちの利益に寄与すること、即ち、公益活動を
目的とする団体
「公益性が認められた社団法人」

会員や業界の利益に寄与すること、即ち、
共益活動を目的とする団体
　「会員や業界のための社団法人」

設立の手続き
内閣総理大臣による認定
（公益認定委員会の答申による）

登記のみで設立
ただし、既存公益法人からの移行について
は内閣総理大臣の認可が必要

認定・認可の基準
公益目的事業比率等の公益認定基準を満
たすこと

事業の公益性の有無問わないただし、既存
公益法人からの移行については公益目的
支出計画の作成と実施

実施できる事業
適法であれば制限なし
ただし、公益目的事業の比率が50％以上で
実施する必要あり

適法であれば制限なし

認定・認可後の遵守
事項

公益認定基準への適合、理事等の報酬等
の支給基準の公表、財産目録等の備置き等

公益目的支出計画の実施

行政庁の監督
公益認定委員会による報告徴収や内閣府
による命令、認定の取消し等

行政庁による監督なし
ただし、公益目的支出計画の実施中は内閣
府に対する毎年度の報告義務あり

税
法人税について収益事業のみ課税
寄附について所得控除叉は損金算入の優
遇措置

原則的には普通法人と同様の課税、ただ
し、非営利の法人は収益事業のみに課税

 
○ 公益目的事業と認定される要件 
    
・ 事業内容が認定法に規定される 23 項目の事業に該当し、不特定かつ多数の者の 

利益の増進に寄与するもの（参考資料 3参照） 

・ ＪＦＭＡの場合は「17、国土の利用、整備叉は保全を目的とする事業」、及び 

「20、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びに活性化による国民生活 

の安定向上を目的とする事業」等に該当 

 
○ 公益認定の主な基準  
   

① 公益目的事業比率が 50％以上であること 

② 経理的基礎があること 

③ 技術的能力があること 

④ 公益目的事業が収支相償となっていること 

⑤ 遊休財産額が 1年分の公益目的事業費相当額を超えていないこと 
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３ ＪＦＭＡにおけるこれまでの検討状況及び検討の視点  
 
○ これまでの取り組み 
 

    １．平成 21年 3月 6日の企画運営委員会において公益法人制度改正の内容説明と協議 
 
    ２．平成 21年 5月 15日の企画運営委員会で「公益法人改革対応特別委員会」の設置決定 
 
    ３．平成 21年 6月 12日に同上の委員会（委員長 米川清水、委員 川島謙治、成田一郎、 

土屋博、井上貞男、池田芳樹）を設置・検討開始 
    ４、平成 21年 10月―――正会員を対象に「ＪＦＭＡのミッション及び将来ビジョン等に関 

するアンケート」を実施             
    ５、平成 21年 11月―――5回にわたる公益法人改革対応特別委員会での検討を経て、 
                同委員会としての移行法人の形態の選択に関する方針案を決定 
    ６、平成 21 年 12 月―――上記について企画運営委員会に報告・審議 

 
    ・ 

   ○ 公益法人改革対応特別委員会の検討の視点 
      
      移行形態が公益社団法人か一般社団法人かの選択については、ＪＦＭＡの 
      ミッションや課題並びに将来ビジョンを踏まえ検討することとし、 
      平成 21年 10月にＪＦＭＡの正会員を対象にアンケート調査を実施した。 
 
 
４ ＪＦＭＡのミッション及び将来ビジョン等に関するアンケート結果 
   

○ 定款上の位置付け 
 

     ① 目的――――― ＦＭの普及定着を推進することにより、快適かつ機能的な生活・執務

環境の効果的な形成を図り、もって良好な社会資本の整備及び我が国

経済の健全な発展に寄与すること 
     ② 実施する事業――ＦＭに関する次の事業 
               ・人材育成 ・調査研究 ・普及啓発 ・情報の収集提供 
               ・内外関係機関等との交流及び協力 ・その他目的を達成するために

必要な事業 
 

○ ＪＦＭＡの活動の今後のあり様――異業種によるコラボレーションの場 
 
       ＪＦＭＡは、企業の法人会員やファシリティマネジャーを含む個人会員及び公的機関 

関係の会員と多様な会員構成となっており、また、サプライヤー側とユーザー側の両者 
を会員としていることから、ＪＦＭＡは多様な人材による知的交流の場として機能して 
おり、今後とも、異業種のコラボレーションによる大きな創造的成果を果たしていくこと

が求められている。 
 



「ＪＦＭＡの課題と活動概念図」 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ○  アンケート結果    調査の実施日：平成 21年 10月 5日～23日  
                 調査対象：ＪＦＭＡ正会員  ２０２名 
                 回収数：５３  回収率：26.2％ 
 
      ① ＪＦＭＡの今後の事業と課題についての重要度についての結果 

ＪＦＭＡの主な 5事業と新しい事業の可能性について、5段階で評価。 
 

主な事業の分類
53会員
平均

4.5
3.6
4.1
4.3
3.7
4.5
4.3
4.0
4.2
3.6

(5)FMに関する国内
外関係機関等との
交流及び協力

人材育成

社会的認知の拡大

有資格者数の増大

社会的権限と責任の明確化　（

調査研究

新しい知見・技術を

海外の最新技術や事例の調査･

普及啓発

経営層へのF

公共関係者へのF

教育･研究機関、医療・福祉機関等他分野へのF

情報の収集提供

情報共有化と利用で

最新情報の迅速かつタイムリーな発信

技術交流や情報交換等 3.3

(6）新しい事業等の
活動

　（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 4.2

＊注　全回答53通のうち、30通は無回答。23通が回答しその平均。

従来の活動に加え、さらに今後展開を図る必要のある課題
(H21事業計画より)

(1)FMに関する
　　

①ファシリティマネジャーの

②ファシリティマネジャー

③ファシリティマネジャー有資格者の cf．一級建築士）

(2)FMに関する
　　

① 取り込んだ調査・研究とその実際への適用展開

② 研究とその実際への適用展開

(3)FMに関する
　　

① Mの重要度と活用のアピール

② Mの重要度と活用のアピール

③ Mの重要度と活用のｱﾋﾟｰﾙ

(4)FMに関する
　　

①蓄積された知見の きる仕組の構築

②会員に関わらず広く一般に向けた

①海外との最新技術や事例等に関する

＊注
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② 自由意見の主な内容（延べ 77件の意見の集約） 
 
ａ．ファシリティマネジャーの社会的認知拡大と能力向上 

        建築士のように社会的権限を明確にし、社会的認知の向上、専門性の向上が必要。 
ｂ．新しい知見・技術を取り込んだ調査・研究とその実際への適用展開 

        建築学会のように学術面で世の中をリードする活動をすすめ、最新の事例や技術をＦ

Ｍに反映。 
ｃ．経営層、公共、教育、医療分野へのFMの重要度と活用のアピール 

        企業だけでなく、公共や大学・病院等においても、経営にはＦＭが重要であること、

FMを活用することのメリットを明示してアピール。 
 
５ 公益社団法人叉は一般社団法人の選択   
 

ＦＭの普及と啓発をめざし、常に最新の社会・経営動向を踏まえたＦＭの体系化と、 
それを基に広く一般から受験者を募り実施するファシリティマネジャー資格制度は、 
ＪＦＭＡ事業の根幹を成す公益的な事業である。 
既に約 7,000人に達するファシリティマネジャーの登録者の社会的認知度の 

拡大や活用を推進してくことは、まさにＪＦＭＡの使命である。 
 
 また、公益機関としてＦＭの研究活動をもとに世の中に広く提言を行うことにより、 
企業の経営層はもとより、地方公共団体等の公的機関や教育・医療・福祉等の分野での 
ＦＭの重要性のアピールと実践を推進していくことは、ＪＦＭＡの今後の継続した重要 
課題である。 

 
さらに、これらに加え、ＪＦＭＡが組織としてまだまだ充実発展を図るべき段階に 

あること並びにＪＦＭＡの課題についての前述のアンケート結果や公益社団法人と一般 
社団法人の違い等を総合的に判断し、ＪＦＭＡは、社会的に公益性が認められ、信用力

やブランド力がある公益社団法人へ移行することが適切であるとの結論に達した。 
  

６ 今後の取り組み  
 
     ＪＦＭＡの現役員の任期である平成 23年 6月までに、内閣総理大臣による新法人 
    への移行の認定を得ることを目標にして、今後、次のとおり取り組むことにする。 
 

      平成 21年 12月 4日開催予定のＪＦＭＡ企画運営委員会で了承が得られれば、 
本報告書をＪＦＭＡのホームページに公開して広く会員の意見を聞き、来年 3月の 
企画運営委員会で新法人への移行形態についての方針を決定することとする。 

 
     公益法人改革対応特別委員会においては、引き続き、定款の変更など新法人移行に 

必要な事項について準備を進める。 
 
     最終的には、来年 6月の通常理事会及び通常総会において、定款変更等を含む新法人 

移行関連の議案を諮れるよう取り組むこととしたい。 
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参考資料 

  資料１  既存公益法人の数  （平成１７年度末） 
        国所管   ６，８４１ 内訳 社団 ３，７１０ 財団 ３，１３１ 
        都道府県 １８，４２２ 内訳 社団 ８，９６７ 財団 ９，４５５ 
 
  資料２  既存公益法人の移行申請等の状況 
     ・平成２１年８月末日現在の移行申請状況  
       内閣府のみ １３９件 内訳 公益社団・財団 １０５件 一般社団・財団 ３４件 
       全体    ２３６件 内訳 公益社団・財団 １８５件 一般社団・財団 ５１件  
     ・平成２１年１０月末日現在の移行認定・認可の答申の状況 
       内閣府のみ  ３０件 内訳 公益社団・財団  ２３件 一般社団・財団  ７件 
       全体     ７２件 内訳 公益社団・財団  ５８件 一般社団・財団 １４件 
 
  資料３  公益目的事業 
      公益目的事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する下記の各号に掲げる種類の 
     事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの 
       1、学術及び科学技術の振興を目的とする事業 
       2、文化及び芸術の振興を目的とする事業 
       3、障害者若しくは生活困窮者叉は事故、災害、若しくは犯罪による被害者の支援を 
        目的とする事業 
       4、高齢者の福祉の増進を目的とする事業 
       5、勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 
       6、公衆衛生の向上を目的とする事業 
       7、児童叉は青少年の健全な育成を目的とする事業 
       8、勤労者の福祉の向上を目的とする事業 
       9、教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、叉は豊かな人間性を 
        涵養することを目的とする事業 
       10、犯罪の防止叉は治安の維持を目的とする事業 
       11、事故叉は災害の防止を目的とする事業 
       12、人種性別その他の事由による不当な差別叉は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 
       13、思想及び良心の自由、信教の自由叉は表現の自由の尊重叉は擁護を目的とする事業 
       14、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 
       15、国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする

事業 
       16、地球環境の保全叉は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 
       17、国土の利用、整備叉は保全を目的とする事業 
       18、国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 
       19、地域社会の健全な発展を目的とする事業 
       20、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の 
         安定向上を目的とする事業 
       21、国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 
       22、一般消費者の利益の擁護叉は増進を目的とする事業 
       23、前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの 


